
令和８年度外国人介護人材定着支援事業実施業務 委託仕様書 

 

１ 委託業務の名称 

令和８年度外国人介護人材定着支援事業実施業務 

 

２ 委託期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 委託業務の目的 

本県では、介護人材の不足が深刻化する中、外国人材の受入れが進められており、県内の介

護事業所等においても外国人材の活用についての関心やニーズが高まっている。 

本業務は、県内の介護事業所等における人材不足の解消や外国人材の活用・活躍を促進して

いくため、相談窓口の設置、県内の介護事業所等を対象に外国人の受入等に関する普及啓発、

指導者養成に係る研修及びやさしい日本語講座を行い、外国人介護人材の受入推進・定着を図

ることを目的として実施するものである。 

 

４ 本業務の支援対象 

  外国人の雇用を検討している（又は雇用している）宮城県内に介護事業所を有する企業や宮

城県内の介護事業所で就労している（又は就労を希望している）外国人を主な対象とする。 

 

５ 業務内容 

（１）相談窓口の設置 

 ア 外国人材活用の検討から、採用、育成、定着に至るまでの企業相談及び外国人からの「職

場・生活上の困りごと」等に関する相談に対応するための窓口を設置する。 

イ 電話、メール及びＳＮＳツールを使用する他、来所及び訪問により対応する。 

ウ 言語については、日本語及び英語で対応するとともに、その他言語についても可能な範

囲で対応する。 

  エ 相談窓口は受注後速やかに開設し、平日は常時開設する。 

オ 相談の受付・回答は、原則午前９時から午後６時まで（土・日・祝日・年末年始を除

く）とする。なお、メール及びＳＮＳツール等による相談受付は２４時間可能とする。 

  カ 相談窓口は受注者の事業所内等に設置する。 

  

（２）外国人介護人材受入等に関するセミナーの実施 

ア 県内企業を対象に、外国人介護人材の適切な受入や定着支援を目的として、採用・受入・

定着に向けたセミナーを実施する。 

イ 本セミナーは、外国人受入にあたり必要な準備、外国人が安心して就労できるサポート

の在り方、円滑にコミュニケーションを図る方法、文化・風習への配慮事項、外国人介護

人材受入事例の紹介等を含む内容とすること。ただし、目的の達成に効果的であれば、こ

の内容に限るものではない。 



ウ 実施回数は、２回以上とする。 

エ セミナー終了後にアンケートを集計し、分析を行う。 

 

（３）指導者養成に関するセミナーの実施 

ア 県内介護事業所等の外国人教育担当職員等を対象に、介護福祉士国家資格取得等に向け

た外国人介護人材の学習支援方法に関する知識や技能に関するセミナーを実施する。 

イ 本セミナーは、介護技術の指導方法や効果的なОＪＴの方法等の教育担当者向け学習支

援体制・指導方法等に関する内容とすること。 

ウ 実施回数は、１回以上とする。 

エ セミナー終了後にアンケートを集計し、分析を行う。 

 

 （４）やさしい日本語講座の実施 

  ア 県内の介護施設等で働く日本人職員を対象に、外国人材との円滑なコミュニケーション

を促進するためのやさしい日本語講座を実施する。 

  イ 本講座では、介護施設における外国人スタッフとの円滑なコミュニケーションを目的に、

「やさしい日本語」を活用した指示や説明の方法、活用事例、実践的なスキル等を習得す

る内容とすること。 

ウ 実施回数は、２回以上とする。 

エ 講座終了後にアンケートを集計し、分析を行う。 

 

（５）業務の広報等 

 ア 本業務の効果的な運営に資する特設ホームページを作成・運営する。そのほか、必要に

応じＰＲチラシやＳＮＳ等を活用して効果的な事業の広報を行う。 

 イ 特設ホームページは、見やすさ、検索されやすさ、情報の速さを重視して作成・運営す

る。 

 ウ そのほか、必要に応じ、宮城県において実施する外国人介護人材確保・定着等に関する

取組について、県と協議の上、特設ホームページ等に当該情報を掲載する。 

 

６ 報告書の作成 

  受注者は、委託業務を完了したときは、委託期間中に実施した全ての業務について、以下に

留意の上、遅滞なく業務完了報告書を発注者に提出する。 

ア 事業の詳細として、相談件数・内容、セミナー参加状況、アンケートの分析結果その他

発注者が指示する内容を掲載する。 

イ 本事業に参加した企業数及び企業名を明示する。 

   ウ 各業務における実施状況、実績、得られた知見を明示する。 

 

７ 個人情報の保護 

受注者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５７号）を遵守しなければならない。 



 

８ 成果物の提出 

受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該目的物（紙媒体１部及び電子媒体

１部）を発注者に引き渡すこと。 

 

９ その他 

 （１）発注者は、本委託業務の実施に当たり、受注者と十分な連絡調整を図ること。 

 （２）本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者の間でその都度協議して決定す

るものとする。 


